
国
労
５
・

臨
大
闘
争
弾
圧
裁
判

27

公
正
裁
判
・
無
罪
判
決
を
求
め
る

万
人
署
名
へ
の
御
協
力
を
お
願
い
し
ま
す

10

国
労
５
・

臨
大
闘
争
弾
圧
を
許
さ
な
い
会

27

日
々
の
ご
奮
闘
に
敬
意
を
表
し
ま
す
。

私
た
ち
は
、

年
５
・

国
労
臨
時
大
会
で
の
ビ
ラ
ま
き
・
説
得
活
動
を
口
実
に
国
労
組
合
員
ら
８
名
に
か
け
ら
れ
た
刑
事
弾
圧
を
許
さ
ず
、
国

02

27

鉄
１
０
４
７
名
闘
争
の
勝
利
と
労
働
者
の
団
結
権
を
守
り
ぬ
く
立
場
で
、
裁
判
闘
争
を
全
力
で
支
援
し
て
き
ま
し
た
。

年

月

日
に
被
告
と
さ

03

12

22

れ
た
７
名
の
保
釈
を
１
年
３
か
月
ぶ
り
に
勝
ち
取
り
ま
し
た
。
病
気
治
療
の
為
に
勾
留
執
行
停
止
だ
っ
た
１
名
も

年
１
月
末
日
に
保
釈
と
な
り
ま

04

し
た
。
８
名
全
員
を
取
り
戻
し
、
職
場
の
仲
間
の
大
歓
迎
の
中
で
、
堂
々
と
職
場
復
帰
し
ま
し
た
。

こ
の
勝
利
の
原
動
力
は
、
全
国
か
ら
寄
せ
て
い
た
だ
い
た
４
万
６
千
筆
に
の
ぼ
る
保
釈
要
求
の
署
名
で
し
た
。
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

た
。
保
釈
を
実
現
し
た
成
果
を
踏
ま
え
、
新
た
に
「
公
正
裁
判
・
無
罪
判
決
を
求
め
る
」

万
人
署
名
を
取
り
組
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
ご
協
力
を

10

お
願
い
し
ま
す
。

保
釈
を
勝
ち
取
る
過
程
で
、
担
当
で
あ
る
東
京
地
裁
刑
事

部
の
青
柳
勤
裁
判
長
は
「
憲
法

条
と
の
関
係
で
考
え
る
」
と
表
明
し
、
東
京
高
裁

10

28

は
、
「
本
件
に
お
け
る
有
形
力
の
行
使
は
強
度
の
も
の
で
は
な
く
、
負
傷
を
負
っ
た
者
も
い
な
い
な
ど
、
必
ず
し
も
重
大
と
は
い
え
な
い
」
と
述
べ

て
い
ま
す
。
裁
判
所
が
、
本
件
に
つ
い
て
労
働
者
の
団
結
権
に
係
わ
る
労
働
刑
事
事
件
で
あ
る
と
の
認
識
を
あ
る
程
度
示
し
た
も
の
と
い
え
ま
す
。

５
・

臨
大
闘
争
弾
圧
は
、
国
鉄
分
割
民
営
化
で
首
を
切
ら
れ
た
１
０
４
７
名
の
解
雇
撤
回
闘
争
を
解
体
す
る
た
め
に
強
行
さ
れ
た
も
の
で
す
。

27

年
の
国
鉄
分
割
民
営
化
で
解
雇
さ
れ
た
１
０
４
７
名
は
、
「
解
雇
撤
回
・
Ｊ
Ｒ
復
帰
」
を
掲
げ
、
中
労
委
の
救
済
命
令
を
取
消
し
た

年
５
・

87

98

東
京
地
裁
反
動
判
決
を
も
乗
り
越
え
、
闘
い
続
け
ま
し
た
。

28
東
京
高
裁
で
争
わ
れ
て
い
る
最
中
の
２
０
０
０
年
５
月
、
自
民
党
ら
与
党
３
党
と
社
民
党
は
、
国
労
本
部
に
対
し
「
Ｊ
Ｒ
に
法
的
責
任
が
な
い
こ

と
を
大
会
決
定
せ
よ
」
と
迫
り
ま
し
た
。
こ
れ
が
「
４
党
合
意
」
で
す
。
政
権
政
党
が
労
働
組
合
に
対
し
、
中
労
委
も
認
定
し
た
「
不
当
労
働
行

為
」
と
い
う
事
実
を
、
「
主
張
す
る
な
、
責
任
追
及
の
闘
い
を
や
め
よ
」
と
強
要
し
た
の
で
す
。
国
土
交
通
省
と
Ｊ
Ｒ
各
社
も
自
民
党
ら
と
一
体
で
、

国
労
を
攻
撃
し
ま
し
た
。
ま
さ
に
、
「
４
党
合
意
」
は
、
「
国
家
的
不
当
労
働
行
為
の
総
仕
上
げ
」
だ
っ
た
の
で
す
。

Ｊ
Ｒ
復
帰
を
求
め
て

年
間
闘
っ
て
き
た
１
０
４
７
名
に
と
っ
て
、
こ
の
要
求
を
受
け
入
れ
る
こ
と
は
到
底
出
来
ま
せ
ん
で
し
た
。
国
労
本
部
は

13

４
党
合
意
を
受
諾
し
ま
し
た
が
、
国
労
闘
争
団
と
家
族
、
組
合
員
は
強
固
に
反
対
し
、
大
会
を
３
度
開
い
て
も
決
定
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
つ
い
に

国
労
本
部
は
、

年
１
月
に
１
０
０
０
名
の
機
動
隊
を
導
入
し
反
対
派
を
弾
圧
・
抑
圧
し
、
大
会
で
採
決
を
強
行
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
自
民
党
ら

01

は
い
っ
そ
う
居
丈
高
に
、
「
組
合
員
の
総
意
で
承
認
せ
よ
」
「
反
対
派
を
除
名
せ
よ
、
さ
も
な
く
ば
与
党
は
４
党
合
意
か
ら
離
脱
す
る
」
（
３
与
党

声
明
）
と
国
労
本
部
に
迫
り
ま
し
た
。
国
労
本
部
が
こ
の
受
入
れ
の
た
め
に
開
い
た
の
が
、

年
５
・

臨
時
大
会
で
し
た
。

02

27

被
告
と
さ
れ
た
国
労
組
合
員
ら
は
、
こ
の
日
の
早
朝
、
本
部
派
が
宿
泊
し
た
ホ
テ
ル
の
前
で
、
「
奴
隷
の
道
を
拒
否
せ
よ
」
と
大
書
し
た
ビ
ラ
を

ま
き
、
「
何
の
た
め
の
組
合
か
」
と
説
得
し
ま
し
た
。
こ
の
行
動
は
、
本
部
派
が
大
会
会
場
周
辺
を
機
動
隊
導
入
で
制
圧
し
、
役
員
や
大
会
代
議
員

に
接
触
で
き
な
い
状
態
の
中
で
、
本
部
方
針
に
反
対
す
る
意
見
を
述
べ
、
方
針
決
定
に
参
加
す
る
唯
一
の
方
法
で
し
た
。
ま
さ
に
組
合
員
と
し
て
の

正
当
な
組
合
活
動
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
国
労
本
部
派
は
準
備
し
て
い
た
ビ
デ
オ
カ
メ
ラ
で
こ
の
現
場
を
撮
影
し
、
テ
ー
プ
を
警
察
に
進
ん
で
提
出
し
、

「
暴
行
さ
れ
た
」
な
ど
と
供
述
し
、
弾
圧
に
加
担
し
ま
し
た
。
そ
し
て
裁
判
所
で
は
検
察
側
証
人
と
し
て
出
廷
し
て
い
ま
す
。

被
告
た
ち
に
適
用
さ
れ
た
罪
名
は
「
暴
力
行
為
等
処
罰
に
関
す
る
法
律
」
で
す
。
戦
前
の
治
安
維
持
法
と
並
ぶ
悪
法
で
、
労
働
争
議
、
小
作
争
議
、

水
平
運
動
な
ど
の
弾
圧
に
猛
威
を
ふ
る
い
ま
し
た
。
労
働
者
が
団
結
し
て
活
動
す
る
こ
と
を
破
壊
す
る
目
的
で
す
。
憲
法
の
団
結
権
保
障
（

条
）

28

に
反
す
る
も
の
で
す
。
も
し
、
８
名
が
有
罪
に
な
る
な
ら
ば
憲
法

条
は
否
定
さ
れ
た
に
等
し
く
一
切
の
労
働
運
動
は
違
法
と
さ
れ
、
圧
殺
さ
れ
る

28

こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。

労
働
者
の
闘
う
団
結
を
守
り
、
労
働
組
合
の
再
生
を
勝
ち
取
っ
て
い
く
闘
い
が
切
実
に
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
刑
事
裁
判
闘
争
は
こ
の
基
本
を
守

り
勝
利
的
に
進
ん
で
い
ま
す
。
被
告
た
ち
が
暴
行
し
た
事
実
は
な
く
、
真
剣
な
説
得
活
動
だ
っ
た
こ
と
も
、
そ
し
て
こ
の
事
件
が
如
何
に
日
本
の
労

働
運
動
を
圧
殺
す
る
た
め
の
「
デ
ッ
チ
あ
げ
弾
圧
」
で
あ
っ
た
か
は
裁
判
が
進
む
中
で
明
ら
か
と
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。

私
た
ち
は
、
裁
判
所
に
対
し
、
裁
判
を
団
結
権
保
障
の
精
神
の
も
と
に
公
正
に
行
い
、
無
罪
判
決
を
下
す
よ
う
求
め
ま
す
。
全
国
の
労
働
組
合
、

市
民
団
体
の
み
な
さ
ん
の
御
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。
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０
０
４
年
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日
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集
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電
話
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９
０

Ｆ
Ａ
Ｘ

０
３
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３
７
９
７
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９
５
０

／

（
早
稲
田
大
学
名
誉
教
授
・
臨
大
闘
争
弾
圧
事
件
弁
護
団

呼
び
か
け
発
起
人

佐
藤
昭
夫

長
）

（
鉄
建
公
団
訴
訟
主
任
弁
護
士
）

（
日
弁
連
元
会
長
）

加
藤
晋
介

土
屋
公
献

（
弁
護
士
）

（
労
働
法
学
者
）

（
憲
法
学
者
）

（
明
治
大
学
名
誉
教
授
）

（
評
論
家
）

（
国
労
元
委
員
長
）

（
評
論
家
）

（
高
知
短
期
大
学
名
誉
教
授
）

（
評
論

家
）

（
全
国
金
属
機
械
港
合
同
事
務
局
長
）

（
全
日
建
運
輸
連

大
和
田
幸
治

武
建
一

帯
労
働
組
合
関
西
生
コ
ン
支
部
執
行
委
員
長
）

（
国
労
九
州
本
部
前
書
記
長
）

手
嶋
浩
一

（
元
福
岡
県
評
事
務
局
長
）

（
九
州
大
学
名
誉
教
授
）

（
福
岡
大
学
名
誉
教
授
）

（
全
日
自
労
三
重
県
本
部
委
員
長
）

（
新
潟
大
学
名
誉
教
授
）

（
国
鉄
千
葉
動
力
車
労
働
組
合
）


